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１．はじめに

成瀬ダム建設事業は、昭和58年に秋田県が実施計
画調査を開始し、平成3年に国直轄事業に移行、平成
9年に建設事業に着手、平成11年に環境影響評価（閣
議アセス）の手続きを完了した。

その後、平成18年から環境影響評価法に準じた環
境影響検討を実施し、平成29年に検討結果を「成瀬ダ

ム環境保全への取り組み」として整理、公表している。
ダムの完成は令和9年度を予定しており、それに向

けて環境保全対策の取り組みを実施している。令和6
年度時点においては、「成瀬ダム環境保全への取り組
み」における検討結果を踏まえ、工事中のモニタリン
グ調査と環境保全対策の効果確認等に取り組んでいる
ところである。成瀬ダムの完成イメージは、写真-1
に示すとおりである。

本稿では、「成瀬ダム環境保全への取り組み」とし
てとりまとめた環境影響検討結果及び工事中における
環境に関する取り組み状況について紹介する。

2．成瀬ダム建設事業について

2.1 事業目的及び内容
成瀬ダムは、秣岳（標高1,424m）を水源とする雄物

川水系成瀬川の上流部に位置し、洪水調節、流水の正
常な機能の維持、かんがい用水の補給、水道用水の供
給、発電を目的とし、秋田県雄勝郡東成瀬村椿川地先
に建設される多目的ダムである（図-1）。成瀬ダムの
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写真-1 成瀬ダムの完成イメージ
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貯水池容量配分は、図-2に示すとおりである。
（1）洪水調節

成瀬ダムの建設される地点における計画高水流量
460m3/sのうち、410m3/sの洪水調節を行う。
（2）流水の正常な機能の維持

成瀬ダム下流において、既得用水の補給や河川環境
の機能維持と増進を図る。
（3）かんがい

皆瀬川、成瀬川及び雄物川沿岸の平鹿平野地区約
10,050haの農地に対するかんがい用水の補給を行う。
（4）水道用水の供給

湯沢市、横手市、大仙市に対して、新たに1日最大
13,164m3の水道用水の取水を可能とする。
（5）発電（秋田県）

成瀬ダムに伴って新設される成瀬発電所（仮称）に
おいて最大出力5,800キロワットの水力発電を行う。

2.2 事業の実施状況について
成瀬ダムは、平成30年9月より本体工事を開始し、

令和6年度時点においては、試験湛水（令和8年度）の
実施に向けて、堤体打設工事が終盤を迎えている。

3．「成瀬ダム環境保全への取り組み」について

成瀬ダムでは、平成18年に「成瀬ダム環境検討委員
会」を設置し、成瀬ダム建設事業の実施に伴う自然環
境等への影響について検討を行い、検討結果を平成
29年に「成瀬ダム環境保全への取り組み」としてとり
まとめている（写真-2）。以降に、「成瀬ダム環境保全
への取り組み」としてとりまとめた検討結果を示す。

写真-2 成瀬ダム環境保全への取り組み

3.1 環境影響評価項目の選定
成瀬ダムでは、事業計画、地域概況の整理結果を基

に、表-1に示す事項を環境影響評価項目として選定
している。省令別表1の参考項目に加え、成瀬ダム貯

図-2 貯水池容量配分

図-1 成瀬ダムの位置

注）○：省令別表第1の参考項目のうち選定した項目
○：追加選定項目

表-1 環境影響評価項目
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水池に酸性河川が流入することから、ダムの供用及び
貯水池の存在に係る環境影響評価項目として水素イオ
ン濃度を選定している。

3.2 環境影響評価の検討結果
環境影響評価の検討結果を表-2に示す。成瀬ダム

では、事業影響が想定された動植物等に対して環境保
全対策を講じるとともに、事業による影響は小さいと
予測された生態系等についてもモニタリング等の環境
配慮事項に取り組むこととしている。

4．環境に関する取り組み

成瀬ダムでは、平成29年に「成瀬ダムモニタリング
委員会」を設置し、「成瀬ダム環境保全への取り組み」
における検討結果を踏まえ、環境に関する取り組みと
して、工事中のモニタリング調査、環境保全対策、環
境配慮事項の実施に取り組んでいるところである。

以降に、工事中の主な環境に関する取り組み状況を
示す。

4.1 環境に関する取り組みの考え方
成瀬ダムでは、環境保全対策、環境配慮事項を実施

するにあたり、図-3に示す順応的管理の考え方を取り
入れている。順応的管理とは自然条件下における様々
な不確実性に対して、モニタリング調査（実験）によ
り結果を評価（仮説の検証）し、その結果に応じて適
切に保全措置の見直しや施工方法の変更といった改
善・変更を行うものである。これにより事業による環
境影響の低減や効果的な保全対策の実施が可能にな
る。

出典：「順応的管理の指針」(2010) 西廣 淳 自然再生ハンドブック

＜順応的管理の考え方＞ 

ａ．想定外の影響に対する対応策の実施 

(不可逆的な影響に備えた予防原則) 

ｂ．将来、正否が評価できる具体的目標を定める 

ｃ．仮説をモニタリングで検証し、状態変化に応じて方策を変える 

図-3 順応的管理の考え方

4.2 環境に関する取り組みの実施状況
（1）大気環境（粉じん・騒音・振動）

成瀬ダムでは、通常のダム事業で実施される散水や
工事用車両のタイヤ洗浄、低騒音・低振動型建設機械
の採用に加えて、工事車両の速度自主規制や工事関係
者への安全マップ配布による安全教育が行われてお
り、地域住民への配慮が徹底されている（写真-3）。

その結果、工事中において、粉じんは生活環境を保
全する目安値を継続的に下回っており、騒音、振動に
ついても環境基準の超過は確認されていない。

環境

要素
評価結果の概要

環境保全対策【●】・

環境配慮事項【◯】の内容

粉じん ・降下ばいじん量：全ての地点において

評価の参考値(10t/km2/月)を下回ると

予測された。

●散水

●工事用車両のタイヤ洗浄

●排出ガス対策型建設機械の採用

騒音 ・建設機械の稼働に係る騒音：評価の指

標である基準値(85dB)を下回ると予

測された。

・工事用車両の運行に係る騒音：評価の

指標である騒音に係る環境基準値

(70dB)および自動車騒音の要請限度

(75dB)を下回ると予測された。

●低騒音型建設機械の採用

●建設機械の集中的な稼働の回避

●集落等の民地近傍における夜間、

早朝の工事用車両通行規制

●工事用車両の走行台数の平準化

振動 ・建設機械の稼働に係る振動：評価の指

標である基準値(75dB)を下回ると予

測された。

・工事用車両の運行に係る振動：評価の

指標である道路交通振動の要請限度

(昼間65dB)を下回ると予測された。

●低振動型建設機械の採用

●建設機械の集中的な稼働の回避

●工事用車両の走行台数の平準化

水環境 (工事の実施) 
・事業者の実行可能な範囲内でできる限

り回避・低減されていると評価され

た。

(土地又は工作物の存在及び供用) 
[水温] 
・選択取水設備の運用により、夏期～秋

期の温水放流及び渇水年の夏期の冷

水放流を軽減できると予測された。

[土砂による水の濁り] 
・環境保全対策により、出水後の濁水放

流を回避・低減できると予測された。

(土地又は工作物の存在及び供用) 
[水温] 
●選択取水設備の運用

●成層期（7月～12 月）において、

流入水温に最も近い水温層より取水

●7月上旬～8月下旬にかけて流入水

温10ヵ年変動幅の下限値と同程度の

水温層から取水

[土砂による水の濁り] 
●選択取水設備の運用

●水温保全措置として選択した層の

SSが25mg/Ｌを超える際、流入水温の

10ヵ年変動幅の水温を有する層の範

囲のうち、SSが最も低い層から取水

重要な

地形及

び地質

・調査、予測及び環境保全対策の検討に

より、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減されて

いると評価された。

●既往調査内容等の整理、保存

（赤滝、赤川角礫岩部層）

動物 ・調査、予測及び環境保全対策の検討に

より、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減されて

いると評価された。

●生息環境の整備

◯希少猛禽類のモニタリング

◯クマゲラの生息地となりうるブナ

自然林の伐採時期の調整

植物 ・調査、予測及び環境保全対策の検討に

より、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減されて

いると評価された。

●移植または播種

●監視及び必要に応じた移植

◯環境保全対策（移植または播種等）

を実施した種のモニタリング など

生態系 ・調査、予測により、環境影響が事業者

の実行可能な範囲内でできる限り回

避・低減されていると評価された。

(上位性) 
◯騒音、振動の抑制

◯森林伐採の最小化

◯繁殖状況のモニタリング など

(典型性) 
[陸域] 
◯森林伐採の最小化、植生の回復

◯哺乳類、両生類、爬虫類、鳥類、

昆虫類等のモニタリング など

[河川域] 
◯ダム下流河川の河床材料のモニタ

リング

◯河川植生、魚類、底生動物、付着

藻類のモニタリング など

景観 ・調査、予測及び環境保全対策の検討に

より、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減されて

いると評価された。

●既往の調査内容の整理、保存（赤

滝）

●周囲の自然地形に馴染んだ風景と

なるような植生復元の検討

人と自

然との

触れ合

いの活

動の場

・調査、予測及び環境保全対策の検討に

より、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減されて

いると評価された。

●既往調査内容の整理、保存（赤滝）

廃棄物 ・調査、予測及び環境保全対策の検討に

より、環境影響が事業者の実行可能な

範囲内でできる限り回避・低減されて

いると評価された。

●再利用の促進（コンクリート塊、

脱水ケーキ）

●発生の抑制（脱水ケーキ）

表-2 環境影響評価の検討結果
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（2）水環境
水環境については、工事による影響は回避・低減さ

れていると評価されたが、濁水処理プラントや濁水の
沈砂池を複数設置し、工事で生じた濁りをできるだけ
低減させてから下流河川に放流するよう取り組んでい
る（写真-4）。その結果、工事中において、下流河川
で濁水の長期化は確認されず、生活環境項目、健康項
目も概ね環境基準を満足している。

また、下流河川を対象に、「釣りで親しまれている
魚類」及び「成瀬川に多く生息する魚類」としてエゾ
ウグイ、ウグイ、アユ、ニッコウイワナ、サクラマス

（ヤマメ）、カジカの6種の生息状況を継続的にモニタ
リングしており、工事中にこれらの魚種の個体数が大
きく変動することは確認されていない。

なお、今後は、試験湛水による環境変化を把握する
ため、下流河川の水質、魚類の生息状況を継続的に確
認していく予定である。

（3）動物
動物については、事業による影響が懸念された昆虫

類、底生動物の重要種を対象に、代償措置としてこれ
らの種の生息環境（湿地・池沼・草地環境）をビオトー
プとして整備することを予定している。
（4）植物

植物については、事業により一部の個体が消失する
と予測された重要種を対象に、環境保全対策として工
事を実施しない場所への個体の移植や種まきを実施し
ている。また、順応的管理の考え方に基づき、移植や
種をまいた個体について、その後の生育状況を経年的
に確認し、生育不良が確認された際は原因を分析し、
分析結果を踏まえた追加の環境保全対策（移植地の環
境改善等）を適宜実施している（写真-5）。その結果、
移植を実施した14種のうち、7種の定着を確認してい
る。なお、今後は、定着が確認されていない個体を対
象に活着状況をモニタリングしていく予定である。

移植地の日照環境改善【順応的管理の実施】

写真-5 環境に関する取り組み状況（植物）

（5）生態系（上位性）
成瀬ダムでは、生態系上位性の注目種として、イヌ

ワシ、クマタカを選定している。工事による影響は回
避・低減されていると評価されたが、より一層の環境
影響の低減を図るという観点から、環境配慮事項とし
て騒音、振動の抑制や森林伐採の最小化、ドローン飛
行の制限、プラント設備の配色配慮（目立たない灰色
等の配色を採用）等を実施している（写真-6）。その結
果、工事中においても注目種であるイヌワシ、クマタ
カの繁殖を継続して確認している。

なお、今後も継続的に注目種の繁殖状況を確認して
いく予定である。

安全マップの作成状況

タイヤ洗浄の実施状況 巡視員による速度監視

写真-3 環境に関する取り組み状況（大気環境）

濁水プラントの設置状況 魚類のモニタリング調査

写真-4 環境に関する取り組み状況（水環境）
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（6）その他環境要素
重要な地形地質、景観、人と自然とのふれあい活動

の場については、環境保全対策として事業により改変
される赤川角礫岩部層や赤滝の記録保存を実施してい
る他、廃棄物についても脱水ケーキ化等の環境保全対
策を適切に実施している（写真-7）。

赤川角礫岩部層の記録保存

写真-7 環境に関する取り組み状況（重要な地形地質）

5．まとめ

以上のとおり、成瀬ダムでは、「成瀬ダム環境保全
への取り組み」における検討結果を踏まえた上で、工
事中の環境に関する様々な取り組みを適切に実施して
おり、現時点では一定の効果が確認されている。

今後は、現在検討中であるビオトープ整備を行うと
ともに、その他項目も含めて引き続きモニタリング調
査を実施し、これまでに実施している環境保全対策等
の課題や問題点を抽出し、必要に応じて、追加対策の
検討や改善・改良を行っていくことが重要と考える。

また、成瀬ダムでは、令和6年7月よりダム等の管
理に係るフォローアップ制度に基づく「成瀬ダムモニ
タリング部会」を設置し、試験湛水による影響やダム
供用後の管理状況を把握するためのモニタリング調査
計画、試験湛水前後のモニタリング調査結果等に関し
て審議がなされている。

今後は、これらの知見を同様事業に活用できるよう、
データの取得・蓄積だけでなく、積極的な情報発信が
期待される。
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